
（様式１）

所管課名 河川課 整理番号 １－３１７

許認可等の種類

根拠法令条例
等・条項

許認可等の概要

審査基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

標準処理期間
（未設定の場合
はその理由）

期間の制定根拠 平成６年９月29日６河第306号

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

工作物の新築等の許可

河川法第26条第１項

河川区域内の土地等における工作物の新築等の許可

－

60日（建設事務所長に委任されているものは30日）

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）

〔参考〕
別添のとおり



（別添）
・河川法に係る法定受託事務の処理基準等について（平成13年４月27日国河政第36号）
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/houteijutakujimu.pdf

・「河川法の施行について（昭和40年３月29日付け建設省発河発第58号）」９の（１）
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/kasenhousekou-40-3-29.pdf

・「河川法の施行について（昭和40年６月29日付け建設省河発第245号）」３の（２）
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/kasenhousekou-40-6-29.pdf

・「河川法第2章第3節第3款（ダムに関する特則）等の規定の運用について」（昭和41年５月17日付け建設省
河発第178号）３の（１）
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/kasenhoudai2syou-41-5-17.pdf

・「農業用水の転用に関する取扱いについて（昭和47年12月７日付け建設省河政発第105号）」記Ⅰ、Ⅳ及び
Ⅵ
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/nougyouyousuitenyou-47-12-7.pdf

・「河川区域内の土地に自転車歩行者専用道路を設置する場合の取扱いについて（昭和50年11月19日付け
建設省河治発第98号
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/jihodou-50-11-19.pdf

・「河川管理施設等構造令及び同令施行規則の施行について（昭和51年11月22日付け建設省河政発第70
号）」記１から15まで
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/kouzoureikisokusekou-51-11-22.pdf

・「河川管理施設構造令及び同令施行規則の運用について（昭和52年２月１日付け建設省河政発第５号）」記
１から35まで
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/kouzoureikisokuunyou-52-2-1-5.pdf

・「河川管理施設等構造令及び同令施行規則の運用について（昭和52年２月１日付け建設省河政発第６号）」
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/kouzoureikisoku-52-2-1-6.pdf

・「工業用水の一部を工業用以外の用途の水に転用する場合の水利処分の取扱いについて（昭和54年12月
27日付け建設省河政発第74号）」記第一、記第二の第一文
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/kougyouyousuitenyou-54-12-27.pdf

・「多点豊水取水による水利使用の取扱いについて（昭和59年６月６日付け建設省河調発第２号）」第１段落
及び第２段落
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/tatenhousuisyusui-59-6-6.pdf

・「かんがいを目的とする水利使用における河川区域外の工作物の設計の変更等の取扱いについて（昭和
59年９月25日付け建設省河調発第４号）」記三
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/kangaisuirisiyou-59-9-25.pdf

・「河川管理施設等構造令施行規則の一部改正について（平成３年７月18日付け建設省河政発第54号）」
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/kouzoureikisokukaisei-3-7-18.pdf

・「河川法の一部を改正する法律等の施行について（平成３年11月１日付け建設省河政発第69号）」記２
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/kasenhoukaiseisekou-3-11-1.pdf

・「河川法の一部を改正する法律等の運用及び解釈について（平成３年11月１日付け建設省河政発第72号）」
記５の（４）
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/kasenhoukaisei-3-11-1.pdf



・「河川管理施設等構造令及び同令施行規則の施行について（平成４年２月１日付け建設省河政発第31号）」
記１、２、４、及び５並びに３の（１）及び（２）並びに（３）のうち「地権者、施設管理者、地方公共団体等と必要
かつ十分な調整を行い」以外の部分
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/kouzoureikisokusekou-4-2-1.pdf

・「河川管理施設等構造令及び同令施行規則の運用について（平成４年２月１日付け建設省河政発第32号）」
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/kouzoureikisokuunyou-4-2-1.pdf

・「消流雪用水の取扱いについて（平成４年８月31日付け建設省河調発第９号）」記一の（３）の第１文
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/syouryuusetu-4-8-31.pdf

・「堤内地の橋脚付近に設置する工作物の位置等について（平成６年５月31日付け建設省河治発第40号）」
記（１）から（４）まで、記（５）第1文及び記（６）から（８）まで
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/kyoukyakukousakubutu-6-5-31.pdf

・「工作物設置許可基準について（平成６年９月22日付け建設省河治発第72号）」記の全部及び
別紙「工作物設置許可基準」
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/kousakubutukyoka-6-9-22.pdf
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/kousakubutukijun.pdf

・「行政手続法の施行に伴う河川法等における審査基準の策定等について（平成６年９月30日付け建設省
河政発第52号）」一から四まで（河川法の規定による処分について適用する場合に限る）、五の1（柱書の
第２段落及び第３段落を除く）
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/sinsakijunsakutei-6-9-30-52.pdf

・「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の運用等について」（平成６年９月30日付け建設省
河政発第53号）記一の1
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/syobununyou-6-9-30-53.pdf

・「河川法の一部を改正する法律等の施行について（平成10年１月23日付け建設省河政発第４号）」記三の２
の１）から４）まで
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/kasenhoukaiseisekou-10-1-23.pdf

・「河川法の一部を改正する法律等の運用について（平成10年１月23日付け建設省河政発第５号）」記四の１
並びに２の２）、３）の第１文及び４）（「この場合、速やかに、当該水利使用者に対し水利使用の特例を取り消
した旨を通知すること。」の部分を除く。）
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/kasenhoukaiseiunyou-10-1-23.pdf

・「河川管理施設等構造令及び同令施行規則の施行について（平成10年１月23日付け建設省河政発第８
号）」
記１及び２
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/kouzoureikisokusekou-10-1-23.pdf

・「河川管理施設等構造令及び同令施行規則の運用について（平成10年１月23日付け建設省河政発第９
号）」
記二
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/kouzoureikisokuunyou-10-1-23.pdf

・「計画的な不法係留船対策の促進について（平成10年２月12日付け建設省河政発第16号）」記四第２段落
http://10.100.110.40/doboku/kasen/gyoute/fuhoukeiryuusen-10-2-12.pdf


